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第 10回通常総会招集のご通知 
 

拝啓 新緑の候、貴生協（連合会）におかれましては、ますますご清栄のこととお喜

び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 さて、当会の第 10 回通常総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、同封の書面議決書による議決権

の行使にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．開催日時 2020年６月 10日（水）13時より 14時 30分 

２．開催場所 コーププラザ GF（13階）特別会議室１～２ 

〒150-8913 東京都渋谷区渋谷３-２９-８ 

電話:03-5778-8111（代表） 

３．議題 

 第１号議案 医療福祉生協の 2030年ビジョン承認の件 

 第２号議案 全国の医療福祉生協 2019年度活動のふりかえりと 2020年度重点課題

承認の件 

 第３号議案 2019年度事業報告書及び決算関係書類承認の件 

 第４号議案 第４次３か年事業計画承認の件 

 第５号議案 2020年度事業計画及び予算決定の件 

 第６号議案 役員補充選任の件 

 第７号議案 役員報酬決定の件 

 

４．総会出席について 

（１）実出席される場合 

 「代議員証明書」を作成し、当日ご持参下さい。 

（２）書面議決書について 

① 書面議決書は、「代議員証明書」と一緒に、議案に対する賛否を明示し、署名

または記名押印したものを総会の開会までにご提出下さい。 

※各生協でおとりまとめの上、同封の返信用封筒にて６月３日（水）までにご

返送いただきますようご協力お願いいたします。 

② 書面議決書に「賛成」「反対」または「保留」のいずれの表示もない場合は、「保

留」として取り扱います。 



③ 書面議決書が重複して提出された場合は、最後に提出された書面議決書を有効

なものとして取り扱います。 

（３）代理人について 

① 総会での議決権の行使を代理人に委任する場合は、「委任状」を作成していた

だき、当日、実出席される代議員（代理人）に「代議員証明書」と一緒にお渡

し下さい。代理人は、上記の「代議員証明書」と「委任状」を通常総会の来場

時に総会会場の受付にご提出下さい。 

② １人の代理人が代理できる代議員の数は３名です。定款 58 条第４項で「代理

人は、４名以上の代議員を代理することはできない」としています。 

 

５．個人情報の取扱いについて 

今回の会議にあたって、収集しました個人情報は以下の目的以外では使用いたしま

せん。  

① 代議員登録の個人情報は、各生協への連絡、出席者の受付などに利用します。  

② 「代議員証明書」「書面議決書」「委任状」は、代議員であることの確認や、

総会成立状況の確認、総会議決のために利用します。  

③ 「発言通告用紙」は発言順の指定等総会運営に利用します。 

④  会議中に写真撮影を行う場合があります。撮影した写真は、医療福祉生協連の

発行物に掲載される場合があります。  

なお、「代議員証明書」「書面議決書」「委任状」は総会の適切性・適法性を証する

ため 2021年６月開催予定の第 11回通常総会まで保存し、その後適切な方法で廃棄し

ます。 

 

６．お問合せ・書類ご郵送・ご送付先 

 医療福祉生協連（機関運営担当：福井 yk_f@hew.coop） 

 〒169-0073 東京都新宿区百人町 3‐25‐1 サンケンビルヂング 5階 

 TEL：03‐4334-1580／FAX：03‐4334-1585 

 

７．その他 

議案書に修正が生じた場合は、インターネット上の日本医療福祉生活協同組合連合

会のウェブサイト（http://www.hew.coop/）に掲載いたします。 

以上 
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